
（選択：出願時）
しない 　する 甲は最初の出願から3年間

第三者との実施許諾交渉不可

甲は乙に協議することなく

独占的実施 　　非独占的実施 第三者に実施許諾可能

甲が第三者に実施許諾した場合
以降、出願費等支払い不要

（独占的実施選択時）

（事業化時） （契約締結時に実施料の一部

または全部を支払う）

＊実施計画が具体的でない早期の段階で、
   独占的実施を選択（実施許諾契約を締結）
　 した場合、実施料は格別の条件で締結可

（選択：出願時）
しない 　する 甲は最初の出願から3年間

第三者との実施許諾交渉不可

（事業化時）

甲　・・・　国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
乙　・・・　企業様

実施許諾契約

甲単独の知的財産権に関わる出願

実施許諾契約

実施料支払い実施料支払い

独占的実施 非独占的実施
全額負担

（独占的実施選択時）

共有の知的財産権の独占交渉権取得

持分に応じて出願等の費用負担 乙が出願費等全額負担

実施許諾契約

ＮＡＩＳＴの共同研究契約における知的財産権の取扱いに係るフローチャート

共有の知的財産権に関わる出願

実施許諾契約

乙が出願費等全額負担

甲単独の知的財産権の独占交渉権を取得

実施料支払い

実施許諾契約＊

実施料支払い不要実施料支払い

甲が出願費等


